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【緊急伐採と緊急作業行為の取扱いの概念図】
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道路敷 保安林

(1)内に流出した土砂、立木等の整理

保安林の許可の対象とならない。

(2)内に堆積する有害土砂及び立木等の整理

緊急伐採及び緊急行為に該当。

(3)災害の再発の防止のための仮設工事及び支障木の伐採

作業行為及び届出伐採に該当。

(4)災害復旧工事（永久的）及び支障木の伐採

保安林解除予定告示後の作業行為及び届出伐採に該当。


